
●保険料領収証は、保険証券がお手元に届くまで大切に保管してください。  

ご契約後、１ヶ月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社カスタマーセンター 

あてにご連絡ください。 

●弊社所定の保険料領収証は「手書き」あるいは「機械印字」のいずれかです。  

●次の場合、この保険料領収証は無効です。  

・保険契約者、保険料、領収日を訂正したもの  

・保険料領収証（手書き）の場合で、保険料、領収日が複写でなく直接記入されたもの

（連絡先を除きます）  

・社印のないもの  

●市販の領収証、発行者が代理店の領収証は、弊社所定の領収証ではありません。  

ご注意ください。  

※一部に、代理店名義の領収証を使用し、後日、弊社所定の保険料領収証を追加で 

お渡しする場合等があります。詳細は、弊社営業店までお問い合わせください。  

 

 

保険料領収証（手書き）見本【表面】 
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保険料領収証（手書き）見本【裏面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保険料領収証（機械印字）見本 （Ａ４サイズ） 
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